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第
二
十
五
章

規
制
の
整
合
性

第
二
十
五
・
一
条

定
義

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、

「
対
象
規
制
措
置
」
と
は
、
各
締
約
国
が
、
第
二
十
五
・
三
条
（
対
象
規
制
措
置
の
範
囲
）
の
規
定
に
従
い
、
こ
の
章
の
規

定
の
対
象
と
な
る
と
決
定
し
た
規
制
措
置
を
い
う
。

「
規
制
措
置
」
と
は
、
こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
連
す
る
一
般
に
適
用
さ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
、
規
制
機
関
に

よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
か
つ
、
遵
守
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

第
二
十
五
・
二
条

一
般
規
定

１

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、
「
規
制
の
整
合
性
」
と
は
、
国
内
政
策
の
目
的
の
達
成
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
規
制
措
置
の

企
画
、
立
案
、
発
出
、
実
施
及
び
見
直
し
の
過
程
に
お
い
て
、
並
び
に
当
該
目
的
を
推
進
し
、
か
つ
、
国
際
貿
易
、
国
際
投

資
、
経
済
成
長
及
び
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
の
規
制
に
関
す
る
協
力
を
推
進
す
る
政
府
全
体
の
努
力
に
お
い
て
、
規
制
に
関

す
る
良
い
慣
行
を
用
い
る
こ
と
を
い
う
。

２

締
約
国
は
、
次
の
事
項
の
重
要
性
を
確
認
す
る
。
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締
約
国
間
の
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
並
び
に
投
資
の
増
大
を
円
滑
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
規
制
の
整
合
性
を
通

(a)
じ
て
こ
の
協
定
の
利
益
を
持
続
さ
せ
、
及
び
増
大
さ
せ
る
こ
と
。

各
締
約
国
が
、
適
当
と
認
め
る
段
階
に
お
い
て
、
自
国
の
規
制
の
優
先
事
項
を
特
定
し
、
並
び
に
当
該
優
先
事
項
に
取

(b)
り
組
む
た
め
の
規
制
措
置
を
定
め
、
及
び
実
施
す
る
主
権
的
権
利

公
共
政
策
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
規
制
が
果
た
す
役
割

(c)

規
制
措
置
の
策
定
に
お
い
て
利
害
関
係
者
の
意
見
を
考
慮
す
る
こ
と
。

(d)

締
約
国
間
で
規
制
に
関
す
る
協
力
及
び
能
力
開
発
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
。

(e)

第
二
十
五
・
三
条

対
象
規
制
措
置
の
範
囲

各
締
約
国
は
、
速
や
か
に
、
か
つ
、
こ
の
協
定
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
一
年
以
内
に
、
自
国
の
対
象
規
制

措
置
の
範
囲
を
決
定
し
、
公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。
各
締
約
国
は
、
当
該
対
象
規
制
措
置
の
範
囲
を
決
定
す
る
に
当
た

り
、
相
当
な
範
囲
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
十
五
・
四
条

調
整
及
び
見
直
し
の
手
続
又
は
仕
組
み

１

締
約
国
は
、
規
制
措
置
を
策
定
す
る
手
続
に
関
す
る
機
関
相
互
間
の
協
議
及
び
調
整
を
進
め
る
国
内
の
仕
組
み
を
通
じ
て
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規
制
の
整
合
性
を
円
滑
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
の
た
め
、
各
締
約
国
は
、
対
象
規
制
措
置
の
案
に

関
す
る
機
関
相
互
間
の
効
果
的
な
調
整
及
び
見
直
し
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
手
続
又
は
仕
組
み
を
自
国
が
有
す
る
こ
と
を
確

保
す
る
よ
う
努
め
る
。
各
締
約
国
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
、
国
内
又
は
中
央
の
調
整
機
関
を
設
立
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と

を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

２

締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
手
続
又
は
仕
組
み
が
、
各
締
約
国
の
事
情
（
開
発
の
水
準
並
び
に
政
治
的
及
び
制
度
的
な
構

造
の
相
違
を
含
む
。
）
に
よ
り
異
な
り
得
る
が
、
一
般
的
に
主
要
な
特
性
と
し
て
次
の
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

認
め
る
。

対
象
規
制
措
置
の
案
の
策
定
が
ど
の
程
度
規
制
に
関
す
る
良
い
慣
行
（
次
条
（
規
制
に
関
す
る
中
核
的
な
良
い
慣
行
の

(a)
実
施
）
に
規
定
す
る
も
の
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。
）
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
を

決
定
す
る
た
め
当
該
対
象
規
制
措
置
の
案
を
見
直
し
、
そ
の
見
直
し
に
基
づ
く
勧
告
を
行
う
こ
と
。

機
関
全
体
に
お
い
て
、
潜
在
的
な
重
複
を
特
定
し
、
及
び
両
立
し
な
い
要
件
の
設
定
を
防
止
す
る
た
め
、
国
内
の
関
係

(b)
機
関
間
の
協
議
及
び
調
整
を
強
化
す
る
こ
と
。

規
制
に
関
す
る
制
度
的
な
改
善
に
つ
い
て
勧
告
を
行
う
こ
と
。

(c)
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見
直
し
が
行
わ
れ
た
規
制
措
置
、
規
制
に
関
す
る
制
度
的
な
改
善
の
た
め
の
提
案
並
び
に
１
に
規
定
す
る
手
続
及
び
仕

(d)
組
み
の
変
更
に
関
す
る
最
新
の
情
報
に
つ
い
て
、
公
に
報
告
す
る
こ
と
。

各
締
約
国
は
、
一
般
的
に
、
１
に
規
定
す
る
手
続
又
は
仕
組
み
の
説
明
を
含
む
文
書
で
あ
っ
て
、
公
衆
が
入
手
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
十
五
・
五
条

規
制
に
関
す
る
中
核
的
な
良
い
慣
行
の
実
施

１

各
締
約
国
は
、
関
連
す
る
規
制
機
関
が
対
象
規
制
措
置
の
案
で
あ
っ
て
自
国
の
定
め
る
経
済
的
な
影
響
（
適
当
な
場
合
に

は
、
規
制
に
よ
る
他
の
影
響
）
の
基
準
を
超
え
る
も
の
を
策
定
す
る
場
合
に
は
、
自
国
の
目
的
を
最
も
良
く
達
成
す
る
た
め

の
措
置
の
立
案
を
支
援
す
る
た
め
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
当
該
関
連
す
る
規
制
機
関
に
対
し
規
制
の
影
響
評
価
を
行
う
よ

う
一
般
的
に
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。
規
制
の
影
響
評
価
に
は
、
与
え
得
る
影
響
を
決
定
す
る
た
め
の
一
連
の
手
続
を
含
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

締
約
国
の
制
度
的
、
社
会
的
、
文
化
的
及
び
法
的
な
状
況
並
び
に
開
発
の
状
況
の
相
違
に
よ
り
規
制
に
関
す
る
取
組
方
法

が
個
別
の
も
の
と
な
り
得
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
締
約
国
が
行
う
規
制
の
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
特
に
次
の
こ
と
を
行
う

も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
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規
制
の
案
の
必
要
性
を
評
価
す
る
こ
と
（
問
題
の
性
質
及
び
重
要
性
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

(a)

実
行
可
能
な
代
替
案
を
検
討
す
る
こ
と
。
一
部
の
費
用
及
び
利
益
に
つ
い
て
は
数
量
化
し
、
及
び
金
銭
に
換
算
す
る
こ

(b)
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
検
討
に
は
、
実
行
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
法
令
に
適
合
す
る
範
囲
内
で
、
当

該
代
替
案
に
伴
う
リ
ス
ク
、
分
配
に
与
え
る
影
響
等
の
当
該
代
替
案
の
費
用
及
び
利
益
の
検
討
を
含
む
。

選
択
し
た
代
替
案
が
効
率
的
な
態
様
に
よ
り
政
策
の
目
的
を
達
成
す
る
と
結
論
付
け
た
根
拠
（
適
当
な
場
合
に
は
、
費

(c)
用
及
び
利
益
並
び
に
リ
ス
ク
管
理
の
可
能
性
の
記
載
を
含
む
。
）
を
説
明
す
る
こ
と
。

特
定
の
規
制
機
関
の
権
限
及
び
資
源
の
範
囲
内
で
、
関
連
す
る
科
学
的
、
技
術
的
又
は
経
済
的
な
情
報
そ
の
他
の
合
理

(d)
的
に
入
手
可
能
な
現
行
の
最
善
の
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
。

３

締
約
国
は
、
規
制
の
影
響
評
価
を
行
う
場
合
に
は
、
規
制
の
案
の
中
小
企
業
に
対
す
る
潜
在
的
な
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

各
締
約
国
は
、
一
部
の
措
置
が
技
術
的
事
項
に
対
処
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
措
置
を
理
解
し
、
及
び
適
用
す

る
た
め
に
関
連
す
る
専
門
知
識
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
新
た
な
対
象
規
制
措
置
が
、
明
確
に
記
載

さ
れ
、
並
び
に
明
瞭
で
あ
り
、
簡
潔
で
あ
り
、
十
分
に
整
理
さ
れ
、
及
び
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
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で
あ
る
。

５

各
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
関
連
す
る
規
制
機
関
が
、
新
た
な
対
象
規
制
措
置
に
関
す
る

情
報
に
公
衆
が
ア
ク
セ
ス
す
る
機
会
を
提
供
し
、
及
び
実
行
可
能
な
場
合
に
は
当
該
情
報
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
入
手
可
能
と
す

る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

６

各
締
約
国
は
、
自
国
の
政
策
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
自
国
の
規
制
制
度
を
一
層
効
果
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、
自
国
が

実
施
し
た
特
定
の
規
制
措
置
が
修
正
さ
れ
、
簡
素
化
さ
れ
、
拡
大
さ
れ
、
又
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
か
を
決
定
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
適
当
と
認
め
る
期
間
ご
と
に
、
自
国
の
対
象
規
制
措
置
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

７

各
締
約
国
は
、
適
当
と
認
め
る
方
法
で
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
毎
年
、
そ
の
後
の
十
二
箇
月
の
期
間
内
に
自
国
の
規
制

機
関
が
発
出
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
予
測
さ
れ
る
対
象
規
制
措
置
に
つ
い
て
公
告
す
べ
き
で
あ
る
。

８

各
締
約
国
は
、
自
国
の
関
連
す
る
規
制
機
関
が
対
象
規
制
措
置
を
計
画
す
る
場
合
に
は
、
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
国
内
法

に
適
合
す
る
範
囲
内
で
、
当
該
規
制
機
関
に
対
し
、
他
の
締
約
国
の
規
制
措
置
及
び
国
際
的
な
場
、
地
域
的
な
場
そ
の
他
の

場
に
お
け
る
関
連
す
る
進
展
を
検
討
す
る
よ
う
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。

第
二
十
五
・
六
条

規
制
の
整
合
性
に
関
す
る
小
委
員
会
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１

締
約
国
は
、
こ
こ
に
締
約
国
の
政
府
の
代
表
者
か
ら
成
る
規
制
の
整
合
性
に
関
す
る
小
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て

「
規
制
整
合
性
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

２

規
制
整
合
性
小
委
員
会
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
実
施
及
び
運
用
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
規
制
整
合
性
小

委
員
会
は
、
ま
た
、
将
来
の
優
先
事
項
（
こ
の
章
の
規
定
の
対
象
と
な
る
事
項
及
び
こ
の
協
定
の
他
の
章
の
規
定
の
対
象
と

な
る
規
制
の
整
合
性
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
潜
在
的
な
分
野
別
の
取
組
及
び
協
力
活
動
を
含
む
。
）
を
特
定
す
る
こ

と
を
検
討
す
る
。

３

規
制
整
合
性
小
委
員
会
は
、
将
来
の
優
先
事
項
を
特
定
す
る
に
当
た
り
、
こ
の
協
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
他
の
小
委

員
会
、
作
業
部
会
そ
の
他
の
補
助
機
関
の
活
動
を
考
慮
す
る
も
の
と
し
、
活
動
の
重
複
を
避
け
る
た
め
当
該
補
助
機
関
と
調

整
す
る
も
の
と
す
る
。

４

規
制
整
合
性
小
委
員
会
は
、
規
制
に
関
す
る
協
力
に
つ
い
て
の
自
己
の
活
動
が
他
の
関
連
す
る
場
で
進
行
中
の
取
組
に
追

加
さ
れ
る
価
値
を
提
供
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
及
び
当
該
活
動
が
そ
れ
ら
の
場
に
お
け
る
努
力
を
阻
害
せ
ず
、
又
は
当
該
努

力
と
重
複
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。

５

各
締
約
国
は
、
第
二
十
七
・
五
条
（
連
絡
部
局
）
の
規
定
に
従
い
、
他
の
締
約
国
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
、
こ
の
章
の
規
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定
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
連
絡
部
局
を
指
定
し
、
及
び
通
報
す
る
。

６

規
制
整
合
性
小
委
員
会
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
会
合
し
、
そ
の
後
は
必
要
に
応
じ
て
会
合
す

る
。

７

規
制
整
合
性
小
委
員
会
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
後
少
な
く
と
も
五
年
に
一
回
、
こ
の
協
定
の
利
益
を
更
に
増

大
さ
せ
る
た
め
こ
の
章
の
規
定
を
改
善
す
る
こ
と
を
委
員
会
に
勧
告
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
規

制
に
関
す
る
良
い
慣
行
の
分
野
に
お
け
る
進
展
、
第
二
十
五
・
四
条
（
調
整
及
び
見
直
し
の
手
続
又
は
仕
組
み
）
１
に
規
定

す
る
手
続
又
は
仕
組
み
を
維
持
す
る
上
で
の
最
良
の
慣
行
の
進
展
及
び
こ
の
章
の
規
定
を
実
施
す
る
上
で
の
締
約
国
の
経
験

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

第
二
十
五
・
七
条

協
力

１

締
約
国
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
実
施
を
円
滑
に
し
、
及
び
こ
の
章
の
規
定
か
ら
生
ず
る
利
益
を
最
大
に
す
る
た
め
、
協
力

す
る
。
協
力
活
動
に
つ
い
て
は
、
各
締
約
国
の
需
要
を
考
慮
に
入
れ
る
も
の
と
し
、
次
の
事
項
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

他
の
締
約
国
と
の
情
報
の
交
換
、
対
話
又
は
会
合

(a)
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他
の
締
約
国
の
利
害
関
係
者
（
中
小
企
業
を
含
む
。
）
と
の
情
報
の
交
換
、
対
話
又
は
会
合

(b)

研
修
計
画
、
セ
ミ
ナ
ー
そ
の
他
の
関
連
す
る
支
援

(c)

規
制
機
関
間
の
協
力
そ
の
他
の
関
連
す
る
活
動
の
強
化

(d)

締
約
国
が
合
意
す
る
そ
の
他
の
活
動

(e)
２

締
約
国
は
、
更
に
、
規
制
に
関
す
る
事
項
に
係
る
締
約
国
間
の
協
力
に
つ
い
て
、
特
に
各
締
約
国
の
規
制
措
置
に
関
す
る

情
報
を
一
元
的
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
通
じ
て
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
。

第
二
十
五
・
八
条

利
害
関
係
者
の
関
与

規
制
整
合
性
小
委
員
会
は
、
締
約
国
の
利
害
関
係
者
が
規
制
の
整
合
性
の
推
進
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
意
見
を
提
供

す
る
継
続
的
な
機
会
を
与
え
る
た
め
に
適
当
な
仕
組
み
を
設
け
る
。

第
二
十
五
・
九
条

実
施
の
通
報

１

各
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
二
年
以
内
に
、
及
び
そ
の
後
は
少
な
く
と
も
四
年
に

一
回
、
透
明
性
の
た
め
並
び
に
こ
の
章
の
規
定
に
基
づ
く
協
力
及
び
能
力
開
発
の
活
動
の
基
礎
と
す
る
た
め
、
第
二
十
七
・

五
条
（
連
絡
部
局
）
の
規
定
に
従
っ
て
指
定
し
た
連
絡
部
局
を
通
じ
、
規
制
整
合
性
小
委
員
会
に
対
し
て
実
施
の
通
報
を
行
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う
。

２

各
締
約
国
は
、
自
国
の
最
初
の
通
報
に
お
い
て
、
こ
の
協
定
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
以
降
に
と
っ
た
手
段
及

び
こ
の
章
の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
と
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
手
段
（
次
に
掲
げ
る
手
段
を
含
む
。
）
を
記
載
す
る
。

第
二
十
五
・
四
条
（
調
整
及
び
見
直
し
の
手
続
又
は
仕
組
み
）
の
規
定
に
従
い
、
対
象
規
制
措
置
の
案
に
関
す
る
機
関

(a)
相
互
間
の
効
果
的
な
調
整
及
び
見
直
し
を
円
滑
に
す
る
手
続
又
は
仕
組
み
を
設
け
る
た
め
の
手
段

第
二
十
五
・
五
条
（
規
制
に
関
す
る
中
核
的
な
良
い
慣
行
の
実
施
）
１
及
び
２
の
規
定
に
従
い
、
関
連
す
る
規
制
機
関

(b)
に
対
し
規
制
の
影
響
評
価
を
行
う
よ
う
奨
励
す
る
た
め
の
手
段

第
二
十
五
・
五
条
（
規
制
に
関
す
る
中
核
的
な
良
い
慣
行
の
実
施
）
４
及
び
５
の
規
定
に
従
い
、
対
象
規
制
措
置
が
記

(c)
載
さ
れ
、
及
び
入
手
可
能
と
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段

第
二
十
五
・
五
条
（
規
制
に
関
す
る
中
核
的
な
良
い
慣
行
の
実
施
）
６
の
規
定
に
従
い
、
自
国
の
対
象
規
制
措
置
を
見

(d)
直
す
た
め
の
手
段

第
二
十
五
・
五
条
（
規
制
に
関
す
る
中
核
的
な
良
い
慣
行
の
実
施
）
７
の
規
定
に
従
い
、
予
測
さ
れ
る
対
象
規
制
措
置

(e)
に
関
す
る
毎
年
の
公
告
に
お
い
て
公
衆
に
情
報
を
提
供
す
る
た
め
の
手
段
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３

各
締
約
国
は
、
そ
の
後
の
通
報
に
お
い
て
、
直
前
の
通
報
以
降
に
自
国
が
と
っ
た
手
段
（
２

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
手

(a)

(e)

段
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
の
章
の
規
定
の
実
施
の
た
め
及
び
こ
の
章
の
規
定
の
自
国
の
遵
守
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
自
国

が
と
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
手
段
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

４

規
制
整
合
性
小
委
員
会
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
実
施
及
び
運
用
に
関
連
す
る
事
項
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
１
の
規
定
に

従
っ
て
一
の
締
約
国
が
行
っ
た
通
報
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
締
約
国
は
、
そ
の
検
討
の
間
、
当
該
一
の
締
約
国
の
通

報
の
特
定
の
側
面
に
つ
い
て
質
問
し
、
又
は
討
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
規
制
整
合
性
小
委
員
会
は
、
第
二
十
五
・
七
条

（
協
力
）
の
規
定
に
基
づ
く
支
援
及
び
支
援
を
提
供
す
る
た
め
の
協
力
活
動
の
機
会
を
特
定
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
、
通

報
に
関
す
る
自
己
の
検
討
及
び
討
議
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
五
・
十
条

他
の
章
と
の
関
係

こ
の
章
の
規
定
と
こ
の
協
定
の
他
の
章
の
規
定
と
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
抵
触
の
限
り
に
お
い
て
、
当
該
他
の
章
の

規
定
が
優
先
す
る
。

第
二
十
五
・
十
一
条

紛
争
解
決
の
不
適
用

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
こ
の
章
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
事
項
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
の
規
定
に
よ
る
紛
争
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解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。


